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第Ⅱ部 委員会を取り巻く状況 

第１章 電気通信事業及び電気通信政策の動向 

 
委員会は、委員会を取り巻く環境の変化に適切に対応していかなればならない。

ここでは、平成２１年度における電気通信事業や電気通信政策の動向について、

概観する。 

 

１ 電気通信事業の現況 
(1) 電気通信サービスの状況 

  平成２１年度において、ブロードバンド化・ＩＰ化、モバイル化の傾向は

さらに進展した。 

 

ア ブロードバンド化・ＩＰ化の進展 

ブロードバンドサービス全体の契約数1は、平成２１年１２月末には 

３，１７０万を超え、対前年同期比で５．３％増加した。このうちサービ

ス別の契約数では、ＦＴＴＨのブロードバンドサービス全体に占める割合

が、平成２１年６月末に初めて５０％を超えた。また、ＤＳＬは減少を続

けているものの、下げ止まりの傾向にある。 

 

   ブロードバンド契約数の推移 （平成２１年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＷＡ及びＢＷＡの各アクセスサービスの契約数の合計。 

なお、ＢＷＡは、平成２１年３月末期からブロードバンドサービス契約数として新たに追

加された。 

【出典：総務省作成資料をもとに作成】 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

12.12 13.6 13.12 14.6 14.12 15.6 15.12 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 18.12 19.6 19.12 20.6 20.12 21.6 21.12

ＤＤＳＳＬＬ  
1,013万契約 

光光フファァイイババ ((FFTTTTHH))  
1,720万契約 

ケケーーブブルルイインンタターーネネッットト  
430 万契約 

無無線線((ＢＢＷＷＡＡ))  
6.6 万契約 

無無線線((ＦＦＷＷＡＡ))  
1.3 万契約 平成 

注：平成 16年 6月末分より電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた加入者数を、それ以前は任意の事業者から報告を受けた

加入者数を集計。 
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ＩＰ電話の利用番号数は、平成２１年１２月末で２，２３１万件となり、

対前年同期比で１３．９％増加している。このうち、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電

話は１，３６６万件（対前年同期比３２．２％増）、０５０－ＩＰ電話は

８６５万件（対前年同期比６．５％減）となっている。 

他方で、固定電話（加入電話及びＩＳＤＮ）の契約数は、減少を続けて

おり、平成２１年１２月末で４，４３６万（対前年同期比８．４％減）と

なっている。 

 

イ モバイル化の進展 

固定電話の契約数が減少傾向にある一方、平成２１年１２月末には移動

体通信（携帯電話及びＰＨＳ）の契約数は１億１，４９２万となり、固定

電話の契約数の約２．６倍の規模となっている。 

    携帯電話においては、高速データ通信が可能な第３世代携帯電話（３Ｇ）

の契約数が増加し、携帯電話契約数に占める３Ｇの割合は９６．０％2（平

成２１年１２月末）となった。 

 

  各種サービス加入契約数の推移（平成２１年１２月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 競争の状況 

平成２１年１２月末におけるＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモの市場シェア

をみると、固定通信でのＮＴＴ東西のシェアは、加入電話の契約数（ＮＴＴ

                                                 
2 社団法人電気通信事業者協会のホームページに掲載されているデータから算出した。 
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【出典：総務省作成資料をもとに作成】 
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加入電話、直収電話、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話の合計）で 

８３．２％、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話の利用番号数で６９．１％と、ＮＴＴ東

西が高いシェアを占めている。 

移動体通信でのＮＴＴドコモのシェアは、携帯電話・ＰＨＳの契約数で 

４８．２％であり、近年は、おおむね横ばいで推移している。 

インターネット接続でのＮＴＴ東西のシェアは、ＦＴＴＨの契約数で 

７４．３％と、高いシェアを占めており、ブロードバンド全体（ＦＴＴＨ、

ＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネットの合計）においても平成２１年６月末の時

点で５割を超え、同年１２月末時点で５１．６％の市場シェアを占めている。 

最近の傾向としては、ＦＴＴＨ及びＩＰ電話全体で、ＮＴＴ東西のシェア

が着実に増加していることが注目される。 

 

   ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモの市場シェアの推移 
 

 

 

 

 

２ 電気通信政策の動向 
 (1) グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 

   少子高齢化の急速な進展による経済成長への影響等が懸念される中、グロ

ーバルな視点から、競争政策を環境変化に対応したものに見直すとともに、

ＩＣＴの利活用により、我が国及び諸外国が直面する経済的、社会的課題等

の解決に貢献するため、新たなＩＣＴ政策について検討することを目的とし

て、平成２１年１０月に「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタス

【出典：総務省作成資料をもとに作成】 
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クフォース」が発足した。 

   同タスクフォースは、次の４つの部会並びに総務大臣、総務副大臣、総務

大臣政務官（政務三役）及び各部会の座長・座長代理からなる政策決定プラ

ットフォームにより構成される。政策決定プラットフォームは、各部会から

の検討状況の報告を受け、指示することとされている。開催期間は、１年程

度を目途とされている。 

  ア 過去の競争政策のレビュー部会 

    電気通信市場の自由化以降における競争政策が国内市場の競争促進や

国際競争力の向上等に与えた影響について検証作業が行われている。 

  イ 電気通信市場の環境変化への対応検討部会 

    ＩＣＴ産業の将来像、情報通信市場の更なる発展に向けた取組み等につ

いて検討が進められている。 

  ウ 国際競争力強化検討部会 

    我が国ＩＣＴ産業の国際展開方策、人材育成、コンテンツ産業振興等に

ついて検討が進められている。 

  エ 地球的課題検討部会 

    全世界的課題である環境問題解決プロジェクトの構築、誰もが使い勝手

がよい「ユニバーサルＩＣＴ利活用モデル」の構築、誰もが社会参画可能

な社会構築のためのＩＣＴ利活用モデルの構築等について検討が進めら

れている。 

 

 (2) 競争政策の全体像 
    電気通信事業の競争政策は、２０１０年代初頭までに実施する公正競争ル

ールの整備等のためのロードマップとして平成１８年９月に策定された「新

競争促進プログラム２０１０」に基づき展開されている（平成１９年１０月

改定、平成２１年６月再改定）。 
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新競争促進プログラム２０１０のフォローアップ・再改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 電波政策の全体像 

   我が国における２０１０年代の電波利用の将来像とそれらを実現するた

めの課題を明らかにするとともに、２０１０年代の電波有効利用方策につい

て検討する事を目的として、平成２０年１０月から｢電波政策懇談会｣が開催

された。同懇談会では、新しい電波利用の実現に向けた周波数再編のシナリ

オの策定、電波有効利用のための研究開発ロードマップの策定、新たな技

術・サービス導入に向けた利用環境整備の方針の策定などについて検討が行

われ、平成２１年７月に「電波新産業創出戦略 ～電波政策懇談会報告書～」
3が取りまとめられた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 参考：「電波新産業創出戦略 ～電波政策懇談会報告書～」 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_090713_1.html 

【出典：第 6 回情報通信審議会電気通信事業政策部会（H21.8.6）資料】 
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また、平成２１年１２月には、ホワイトスペースの活用など新たな電波の

有効利用の促進に向けた検討を行うため、｢新たな電波の活用ビジョンに関

する検討チーム｣が発足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：総務省報道資料（H21.７.13）：「電波新産業創出戦略 ～電波政策懇談会報告書～」の公表及び

意見募集の結果について】 

 
【出典：新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム第 1 回会合（H21.12.2）配布資料】 
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(4) 平成２１年度における主な政策展開 

  次に、平成２１年度における競争政策及び電波政策の個別政策の中から、

委員会に特に関係の深いものを取り上げる。 

 

ア 線路敷設基盤の開放促進 

鉄塔等の設備共用ルールについて、情報通信審議会から答申（「電気通

信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成２１年

１０月））4が行われた。 

同答申では、鉄塔等のネットワーク構築を行う上で基盤となる設備の有

効活用を図ることは、利用者利便の向上に資すると考えられることから、

「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を改定し、鉄塔

等の共用に関する申込手続や拒否事由等を定めることが適当であるとの

考えが示された。  

同答申及び関係事業者からの要望等を踏まえ、「公益事業者の電柱・管路

等使用に関するガイドライン」の改正が行われる予定である。 

 

イ 指定電気通信設備制度（ドミナント規制）の見直し 

(ｱ) ＮＴＴ東西の次世代ネットワークに係る接続ルールの整備 

現在、ＮＴＴ東西の次世代ネットワーク（以下「ＮＧＮ」という。）

におけるインターネット接続サービスは、ＩＰⅴ４という通信方式で提

供されているが、今後、日本国内におけるＩＰｖ４アドレスの在庫が枯

渇する可能性があることから、ＩＰｖ４からＩＰｖ６への移行が求めら

れている。他方、ＮＧＮでは、いわゆる｢マルチプレフィックス問題｣5が

生じることから、この問題を解決するため、事業者間協議が行われた。

その結果を踏まえ、事業者から以下の２方式に関する接続申込みが、Ｎ

ＴＴ東西に対し行われた。平成２１年５月、ＮＴＴ東西からこれらの方

式に関する網改造料等を設定するための接続約款の変更認可申請が行

                                                 
4  参考：「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について｣情報通信審議    

会答申 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/20130.html 

 
5 ＮＧＮユーザに対しては、ＮＴＴ東西が払い出す閉域網内サービス用のＩＰｖ６アドレ  

スと、ＩＳＰ事業者が払い出すインターネット接続サービス用のＩＰｖ６アドレスの２つの

アドレスが払い出されることとなるため、インターネット接続サービスを利用する際に、送

信元アドレスとして閉域網内サービス用のＩＰｖ６アドレスが誤選択されると、パケットロ

スが発生するなど、通信に不具合が生じる問題。 
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われ、同月、総務大臣により情報通信行政・郵政行政審議会に諮問され

た。平成２１年８月、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、

ＮＴＴ東西の接続約款の変更が認可され、ＮＧＮにおけるＩＰｖ６イン

ターネット接続サービスに関する機能（①トンネル方式による接続に係

るインターフェース提供機能、②ネイティブ方式による接続機能）につ

いて、接続申込及び網改造料等の規定が追加された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) その他の接続ルールの整備 

①  中継ダークファイバの空き芯線がない区間でのＷＤＭ装置の設置 

中継ダークファイバの空き芯線がない区間のＷＤＭ装置の設置に

ついて、情報通信審議会で検討された結果、同審議会答申「電気通信

市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成２１

年１０月）で、中継ダークファイバについては、未だ空き芯線がない

区間（Ｄランク区間）が約４割存在しており、中継ダークファイバの

空き芯線のない区間におけるネットワーク構築を図る観点から、ＷＤ

Ｍ装置の設置区間について、中継ダークファイバの空き波長をアンバ

ンドルし、貸出ルール・情報開示ルールを整備することが適当とされ

た。一方で、ＷＤＭ装置の未設区間について、ＷＤＭ装置の設置義務

付けは現時点では適当ではないが、代替手段のコンサルティングの対

象にＷＤＭ装置の設置も含めるようにすることが適当との考えが示

された。 

平成２２年 1 月、同答申を踏まえ、規定整備が行われ、ＷＤＭ装置

の設置区間における中継ダークファイバの空き波長が、新たなアンバ

【出典：総務省報道資料（H21.5.26）：東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話

株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募

集～NGN の IPv6 インターネット接続に係る接続約款の措置～】 
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ンドル機能として規定された。また、平成２２年３月には、ＮＴＴ東

西の接続約款の変更認可が行われ、当該機能についての網使用料、網

改造料及び情報開示手続等の設定が行われた。 

 

② ＦＴＴＨサービスの屋内配線 

これまでＦＴＴＨサービスの屋内配線について、明確な整理が行わ

れてこなかったことから、情報通信審議会でその法的位置づけと転用

ルールについて検討が行われた。同審議会答申「電気通信市場の環境

変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成２１年１０月）

では、接続事業者の事業展開及び利用者利便の向上の観点などから、

ＮＴＴ東西の設置する戸建て向け屋内配線は、第一種指定電気通信設

備に整理することが適当であるとの考えが示された。 

また、その転用ルールについては、関係事業者間等で速やかに協議

し内容を整理した上で、整備することが適当であるとの考えが示され

た。 

平成２２年１月、同答申を踏まえ、ＮＴＴ東西の設置する戸建て向

け屋内配線設備を第一種指定電気通信設備として追加するための規

定整備が行われた。また、平成２２年３月には、ＮＴＴ東西の接続約

款の変更認可が行われ、その使用料及び工事費が新たに設定された。 

 

③ ドライカッパのサブアンバンドル（ＦＴＴＲサービス） 

ＦＴＴＲサービス（電話非重畳型）を提供するためには、接続事業

者は、メタル回線（ドライカッパ）と光ファイバ回線（ダークファイ

バ）の二種類のメニューを利用する必要があるが、接続事業者からは、

上部区間では、サービス提供上メタル回線は利用しないので、下部区

間に限定したメタル回線メニューの設定（ドライカッパのサブアンバ

ンドル）を求める意見が示された。 

情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルー

ルの在り方について」（平成２１年１０月）では、現在ＦＴＴＨ市場

でＮＴＴ東西のシェアが継続的に高まっている状況の中で、ＦＴＴＲ

が、ＦＴＴｘ市場での競争促進手段としての役割や、過疎地等でのブ

ロードバンドサービス提供手段としての役割も期待し得ることにか

んがみれば、ＦＴＴＲ提供コストの負担軽減に資するドライカッパの

サブアンバンドルを行うことが適当との考えが示された。 

平成２２年１月、同答申を踏まえた規定整備が行われ、ＦＴＴＲに
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係る機能がアンバンドルされた。また、平成２２年３月には、ＮＴＴ

東西の接続約款の変更認可が行われ、当該機能についての網使用料及

び標準的接続箇所等が設定された。 

 

④ 中継ダークファイバに係る経路情報の開示 

中継ダークファイバに係る経路情報の開示について、情報通信審議

会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方につ

いて」（平成２１年１０月）において、｢現在、ＮＴＴ東西が行ってい

る個別の異経路構成の確認調査は任意に行われているものであり、そ

の手続・費用等が定められていないため、これらを接続約款に記載す

ることにより、利用の適正性・透明性向上を図ることが適当｣とされ

たことを踏まえ、平成２２年１月、規定整備が行われた。また、平成

２２年３月には、ＮＴＴ東西の接続約款の変更認可が行われ、異経路

情報の確認調査に係る手続が新たに規定された。 

 

  ウ ＮＴＴ東西等の接続料の算定方法の見直し 

(ｱ) 固定電話の接続料の算定方法の見直し 

固定電話等の接続料算定方法として、平成２０年度から平成２２年度

までの３年間は長期増分費用モデル（第４次モデル）が適用されている。   

平成２３年度以降については、接続料算定に使用可能な各種コスト算

定を行う最新のモデルを構築する必要があるとして、長期増分費用モデ

ル（第５次モデル）の検討が｢長期増分費用モデル研究会｣6で行われた。  

平成２２年３月、同研究会の報告書が取りまとめられ、モデル見直し

により、加入者系交換機能、中継伝送機能及び中継交換機能を合計した

ネットワークコスト全体では、約４５６億円（１０％）の減少となると

された。 

 

(ｲ) 第二種指定電気通信設備に係る接続料の算定方法に係る検討 

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の算定

方法については、情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応

した接続ルールの在り方について」（平成２１年１０月）において、接

続料算定の適正性・透明性を図る観点から、接続料算定の考え方を整理

                                                 
6 参考：「長期増分費用モデル研究会｣ 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/chou

ki_index.html 
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することが必要との考えが示された。これを受けて、平成２２年３月、

「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」が策定・

公表された。 

同ガイドラインでは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者の接続料について、①接続料原価の算定プロセス、②接続料原価の

対象外とすべきコスト、③利潤の算定、④需要の算定に係る考え方が明

確化されるとともに、接続料の届出の際に添付する算定根拠の様式等が

規定されている。  

 

エ 債権保全措置の見直し 

(ｱ) 「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関 

するガイドライン」の改正 

平成２１年１０月、「電気通信事業分野における事業者間接続等に係

る債権保全措置に関するガイドライン」の改正が行われ、債務の履行の

確保のみならず、相手先事業者の事業に及ぼす影響等についても考慮す

る必要があることを踏まえ、記載内容の更なる明確化や内容の一層の充

実が図られた7。 

具体的には、｢信用評価機関による評価が基準を下回った事業者であ

っても、支払いを怠るおそれがないことを合理的に示す資料が提出され、

当該資料の内容が監査法人等によって証明されている場合にあっては、

預託金の預入れ等は不要と考えられる｣旨の記述等が加えられた。 

 

(ｲ) ＮＴＴ東西の接続約款の変更（債権保全措置に係る規定の変更） 

情報通信審議会の答申（平成１９年５月）において、「総務省におい

ては、ＮＴＴ東西による債権保全措置の運用が適正に行われるよう、当

該措置の運用状況について、運用開始後２年間、定期的（四半期ごと）

にＮＴＴ東西より報告を受け、その検証を行うこと」とされた。    

これを踏まえ、平成２１年１０月、「東日本電信電話株式会社及び西

日本電信電話株式会社が実施する事業者間接続に関する債権保全措置

の検証結果」が取りまとめられた8。検証の結果、ＮＴＴ東西において

                                                 
7 参考：「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドラ

イン」の改正 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/19876.html 

 
8 参考：「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が実施する事業者間接続に

関する債権保全措置の検証結果」の公表 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/19878.html 
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改善を検討すべき事項として、①信用評価機関の評点を絶対的な基準と

するのではなく、評点が基準以下であっても、接続事業者の個別事業を

勘案する余地を認めるべきである、②網使用料の預託金等については、

支払期限の前倒し等を条件に、網使用料４か月分から３か月分に引き下

げる選択肢を提供すべきである等が挙げられた。 

平成２２年２月には、ＮＴＴ東西の接続約款の変更認可が行われ、①

債務の履行の担保を求める要件の見直し（信用評価機関の信用評価にお

いて、支払いを怠るおそれがあるものとしてＮＴＴ東西が別に定める基

準に該当する場合であっても、接続申込者が支払いを怠るおそれがない

ことを示す資料を提出し、その旨をＮＴＴ東西が確認できる場合には、

債務の履行の担保を要しないものとする。）、②預託金等の軽減等が行

われた。 

 

オ 電波利用の高度化・多様化に向けた取組 

(ｱ) ３．９世代移動通信システムの導入 

携帯電話によるデータ通信利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量

で利便性の高い移動通信システムに期待が寄せられている。このような

状況を踏まえ、第３世代移動通信システムを高度化した３．９世代移動

通信システムの導入のための取組が進められた。 

平成２０年１２月には技術的条件について、情報通信審議会から答申

が行われ、平成２１年４月には、制度整備のため関係省令等の改正が行

われた。 

その後、総務省は、３．９世代移動通信システムの導入のための特定

基地局の開設計画の認定申請を受け付け、平成２１年６月、申請のあっ

たすべての事業者（イー･モバイル株式会社、株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、沖縄

セルラー電話株式会社）に対し、周波数を指定し、認定を行った。認定

を受けた各事業者は、平成２２年９月以降、順次サービスの開始を計画

している。 

 

(ｲ) 広帯域移動無線アクセスシステム（ＢＷＡ）用小電力レピータの導入 

２．５GHz 帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムとしてサー

ビスが提供されている 2 つの無線方式（モバイルＷｉＭＡＸ及びＸＧＰ

（次世代ＰＨＳ））は、現在、鉄道駅構内、空港内等の公共性が高く比

較的規模の大きな施設内で基地局の設置によるエリア整備が進められ

ている。 
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一方、地下街における個別店舗等のような比較的規模の小さい施設内、

宅内及び鉄道・バスの車両内等では、経済性や設置スペースの制約など

から基地局の設置が困難であった。このため、携帯電話やＰＨＳと同様

に、安価かつ迅速に設置が可能な小電力レピータが導入されることとな

った。 

平成２１年６月、小電力レピータの技術的条件について情報通信議会

から答申が行われ、その後、制度整備のため関係省令等の改正が行われ

た。 

平成２２年１月には、ＵＱコミュニケーションズ株式会社から２．５

GHz 帯の周波数を使用する小電力レピータに係る特定無線局の包括免

許の申請があり、免許が付与されている。 

 

  カ その他 

(ｱ) 固定電話等に係る接続料 

平成２２年度のＮＴＴ東西の固定電話等（ＰＨＳ基地局回線機能、加

入者交換機能、中継交換機能、中継伝送共用機能、中継伝送専用機能等）

の接続料について、長期増分費用方式（第４次モデル）に基づく改定が

以下のとおり行われた。 

 

平成２２年度接続料（固定電話等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) ＮＧＮに係る接続料 

平成２０年３月末から商用サービスが開始されているＮＴＴ東西の

ＮＧＮの３機能（①一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（収容

局接続機能）、②関門交換機接続ルーティング伝送機能（ＩＧＳ接続機

能）、③一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能（中継局接続機能））

について、以下のとおり平成２２年度接続料の改定があった。なお、そ

【出典：総務省報道資料（H22.3.29）：東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の

第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可－長期増分費用方式に基づく 平成

22 年度の接続料等の改定－】 
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の算定は、平成２２年度の１年間を算定期間とした将来原価方式により

行われた。 

 

平成２２年度接続料（ＮＧＮ） 

 

 

 

 

 

       

       

   【参考】ＮＧＮの各機能の形態図 

 

 

※  

【出典：総務省報道資料（H22.3.29）：東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社

の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可－次世代ネットワークに係る平

成 22 年度の接続料の改定及び電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールに係る接続

約款の措置－】 
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第２章 委員会の紛争処理機能の拡大 

 

通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応するため、総務省は、平成２

０年度から引き続き、委員会の紛争処理機能の拡大について検討を行い、現在、

必要な法整備が進められている。ここでは、これらの状況について概観する。 

 

１ 通信・放送の総合的な法体系について 

  通信と放送に関する総合的な法体系について、平成２０年２月にその在り方

について、総務大臣より、情報通信審議会に諮問がなされた。 

  諮問を受けた情報通信審議会は、情報通信政策部会に「通信・放送の総合的

な法体系に関する検討委員会」を設置し、通信・放送分野におけるデジタル化

の進展に対応した具体的な制度の在り方の検討を行い、平成２１年８月に本件

諮問に対する答申が行われた。 

  答申では、通信・放送法制の大括り化、通信・放送両用の無線局制度の整備、

免許不要局の拡大等について提言がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 
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委員会の紛争処理機能については、例えば、コンテンツプロバイダと電気通

信事業者の間の紛争や再送信同意に係る放送事業者と有線テレビジョン放送

事業者間の紛争等へと対象を拡大するとともに、その実効性を担保するための

措置を整備するなどの制度設計に取り組むことが適当であるとの答申が行わ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

出典：情報通信審議会(H21.4.21)資料 
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【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

２ 電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について 

  総務省は、電気通信事業をめぐる市場環境の変化に対応し、電気通信市場に

おける公正競争環境を維持・確保する観点から接続ルールの在り方について検

討を行うため、平成２１年２月、電気通信市場の環境変化に対応した接続ルー

ルの在り方について情報通信審議会に諮問し、平成２１年１０月に答申があっ

た。 

  答申では、モバイル市場や固定ブロードバンド市場の公正競争環境の整備、

通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入促進のための公正競

争環境の整備等について提言がなされた。 

委員会の紛争処理機能については、現在、電気通信事業者ではない通信プラ

ットフォーム事業者・コンテンツ配信事業者と電気通信事業者の間で接続等に

関する紛争事案が生じても、同委員会の紛争処理の対象とはならない状況にあ

ることから、委員会の紛争処理機能の対象範囲を拡大し、電気通信事業は営む

ものの回線不設置の非電気通信事業者と電気通信事業者との間の紛争事案も

対象に含めることが適当と考えられるとの答申が行われた。 

また、モバイルネットワークインフラの利活用に関し、鉄塔等の共用に係る

一般的な事業者間協議が不調の場合等にも、総務大臣裁定等の対象となるよう

に所要の措置を講じることが適当であるとの答申が行われた。 

出典：情報通信審議会答申案(H21.6.15)参考資料 
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【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

３ 情報通信審議会答申後の状況 

総務省は、通信・放送の総合的な法体系に関する答申及び電気通信市場の環

境変化に対応した接続ルールの在り方に関する答申等を踏まえ、新政権の下で

放送法、電波法及び電気通信事業法等の改正案の検討を行い、所要の修正・追

加を行った上で、「放送法等の一部を改正する法律案」として平成２２年３月

５日に国会に提出し、必要な制度整備を現在進めている。 

 


